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 高齢者介護課長 殿 

  

感 染 症 対 策 課 長  

  （公印省略）    

 

個人防護具配布希望数量調査の実施について 

 

 平素より、本県の保健医療行政に御理解と御協力を賜り深く感謝申し上げます。 

厚生労働省医政局 医薬産業振興・医療情報企画課より令和６年 10 月３日付け事務連絡にて、個

人防護具の配布の実施について通知があります。 

つきましては、個人防護具の配布希望数量調査を実施いたしますので、配布を希望する施設にお

いては、下記の報告フォームより配布希望枚数の報告を行うよう、関係団体へ周知いただきますよ

うお願いいたします。 

 

記 

 

１ 報告フォーム URL 

https://c3dc0601.form.kintoneapp.com/public/8b1414383ac708af63396f03ea5097c2416bb536427f

460509ff20527d1e28f7 

   

２ 報告期限 令和６年 10 月 28 日（月） 

 

３ 配布の内容について 

⑴  配布においては、N95 マスク（D2 マスクを含む。）、ガウン(※)及び非滅菌手袋について希

望に基づく配布を実施します。 

(※)ガウンについては、「アイソレーションガウン」、「プラスチックガウン」、「サージカルガウン」

から選択可能です。 

⑵  配布対象施設は医療措置協定を締結した医療機関のほか、それ以外の医療機関（病院、診

療所、薬局、訪問看護事業所）、高齢者施設等、障害者施設等を対象とします。 

⑶  配布方法については、原則として配布対象施設が沖縄県に希望する数量を申告し、希望数

量を沖縄県にて取りまとめた上で国に報告し、国から配布するものとします。 

なお、希望数量が今回の配布対象数量の上限に達する場合は、協定締結医療機関の希望数

量を優先的に配布するものとし、その他の施設につきましては、抽選等で選出することとな

ります。そのため、希望があっても数量調整を行う場合や配布されない場合もありますので

ご留意ください。 

 



 

⑷  各物資の銘柄・材質・サイズについては、指定できません。また、備蓄品の放出となるた

め、外装箱（段ボール箱）につぶれがある場合がありますが、良品という扱いで出荷しま

す。なお、出荷される物資は、使用期限が令和７年度中に切れるものとなります。 

 

⑸  今回、配布の希望があった配布対象施設においては、以下の点について同意いただいたも

のと取り扱います。 

① 使用用途 

・配布された個人防護具については、当該施設が自ら使用すること。 

② 転売禁止のための実効性の担保 

・転売をする（した）ことが発覚した場合、当該配布先については、緊急配布を含め

て、今後原則として配布を行わないこと。 

 

４ 配布の手続きについて 

⑴  配布対象施設への個人防護具の配布については、配布数等を整理して令和６年 12月を

目途に順次配布を開始し、令和７年３月頃を目途に配送完了する予定です。希望状況によ

っては、配送予定時期の変更が生じる場合があります。 

⑵  本配布に関しては、報告期限後のキャンセル・数量変更はお受けできません。配布対象

施設においてはこの点について同意いただいたものと取り扱わせていただきます。 
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